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第5巻第13章：野生植物の食用利用に見る植物と人間のかかわり
著者：井上卓哉
はじめに

　「あしひきの　山沢ゑぐを　摘みに行かむ　日だにも逢はむ　母は責むとも」（万葉集　巻一一　二七六〇）

　万葉集におさめられたこの歌は、母に責められても愛しい人に逢いたいという女性の切ない気持ちを詠んだものである。山の沢に生えているゑぐを摘みに行ったとき、彼女は彼に逢えたのであろうか。

　ここで紹介した歌の中に出てくる「ゑぐ」という植物は、現在では水田の雑草として邪魔者扱いされているクログワイである。どうやら、この当時はクログワイの塊茎を掘り出し、食用にしていたようである。

　クログワイ以外にも、野山の植物を摘んだり、食べたりしたことを詠んだ歌が万葉集にはおさめられている。そこからは、当時の人びとにとって、野生の植物を食べるということは、日常的な生活の一部であったことが窺える。

　一方、現在はどうだろうか。たとえば、図書館や書店に行って、「植物」のコーナーをのぞいてみると、かなり高い確率で、タイトルに「山菜」という言葉が入った書籍を見つけることができる。それらを手に取ってみると、多くは、全ページフルカラーで、美しい植物写真が掲載されている。それとともに、それらの生育場所、採集時期、調理方法が分かりやすく書かれている。書籍によっては、間違って採って食べないように、毒を持つものを紹介しているものもある。

　これらの書籍は、畑で栽培された野菜ではなく、山野で生育する野生の食用植物、いわゆる「山菜」を採集し、それらを食べたいという目的を持つ人びとを対象に発行されたものである。このような目的を持つ書籍が多く発行されているという事は、山菜を採集し、それを食べるということを行っている人びとが数多くいるはずである。

　万葉集が成立した時代と現在とでは、社会や経済、自然など、人間をとりまく環境は大きく変化してきた。しかしその中でも、人間は野山で植物を採り、それを食べるという活動を行い続けてきた。そこには、人間と植物との密接なつながりが保持されていたはずである。

　本章では、野生の植物を食べるという人間の活動の歴史を振り返るとともに、現在の山菜類の利用活動の分析から、人間と植物のかかわりの姿について考えていきたい。

野生植物を食べる歴史

　古代・中世

　縄文時代の遺跡からは、食料として採集されたと考えられるさまざまな植物遺体が発見されている。

　たとえば、渡辺は、日本各地の二〇八カ所の縄文遺跡で発見された植物遺体の内、三九種の植物を食料として利用されたものとして取り上げている（渡辺　一九七五）。この三九種類のうちほとんどが、トチの実、クリ、クルミ類、ドングリ類といった、堅い皮を持つ木の実、いわゆる堅果類である。この堅果類からは、生きる為に必要なデンプン類を確保することのできるうえに、安定した採集が可能であった。それゆえ、栽培技術が完全に確立していなかった縄文時代の人びとにとって、非常に重要な位置を占めていたのである。

　ただし、堅果類の中でも、トチの実やドングリ類などはアクを抜かなければ食べる事が出来ない。そのため、アク抜きの必要のないクルミ類やクリが縄文時代草創期の遺跡から出土しているのに対して、トチの実やドングリ類の出土例は、縄文時代中期以降の遺跡からとなっている（渡辺　一九七五）。

　また、近年では比較的植物遺体が残存しやすい低湿地の遺跡の調査が進み、そこからは堅果類以外にもクサソテツ（コゴミ）の植物遺体や、ウバユリの鱗茎部分が付着した土器が報告されている（国立歴史民俗博物館編　二〇〇五）。これらの報告からは、硬果類の利用だけにとどまらない多様な植物食の姿が想像されるのである。

　さて、弥生時代以降、デンプン類の確保はその大部分を、コメや雑穀を中心とした栽培植物へ頼るようになる。しかし、食用が可能な野生植物を採集・利用するという活動が消滅した訳ではなかった。というのも、弥生時代後期に収穫することの出来たコメは、一人一日当たり一．五合程度であったとの試算があり（三渡　一九五七）、デンプン類の獲得を栽培植物だけに頼っていたということは考えにくいのである。

　さらに、この数値は稲作を行うことができた平地での場合である。平らな土地が少なく、水田用地として充分な面積を近年まで確保する事ができなかった山村地域や、寒冷な地域では、野生植物に頼る割合は必然的に高くなる。

　特に、日本海側積雪地帯、東北、北海道にかけてのブナ帯では、稲作ほとんど行う事ができなかった一方で、クリやトチノキ、ミズナラといった木の実を採集することのできる植物があり、豊かな植物群に囲まれている。そのため、そこで営まれる生活は、近年まで集落の周辺に広がる山地に対する依存度が非常に高かった（赤羽　二〇〇一）。

　さて、古代・中世における堅果類以外の野生植物の利用については、それらは植物遺体として残存しにくい為、考古学の方面からの検証は困難である。そのため、文字として残されたものから紐解いていかなければならない。

　ここで、奈良時代に成立した正倉院文書を例に挙げると、現在でも山菜として利用されているワラビ（蕨、和良比と記載）やタラノキ（太羅、多羅と記載）、フキなどの価格が記載されている（正倉院データベースより）。この事例から、山菜類はかなり古い時代から現金収入源として利用されていた事がわかる。

　

近世

　近世に入ると、多くの書物の記載から、当時の山菜利用の姿について知る事ができるが、紙幅の関係上、近世の山菜利用の一例として、ここでは江戸時代初期に成立した『清良記』に所収されている『親民鑑月集』という書物を紹介したい。

　『親民鑑月集』とは、伊予国（現在の愛媛県）宇和島の武将、土井清良の家臣であった松浦貞家が上申した藩内の農業振興についての意見書を、同地の神官・土居水也が寛永五年（一六二六）にまとめたものとされている。

　この書物は、上下二部からなる。上部は全般的に作物の栽培方法や肥料についての記載が多いが、その中に、四季作物種子取事と題して、種子を取る作物、植えるべき作物、採って食べる作物を月ごとに列記した章がある。

　この章の内容を見ていくと、種を取る作物の項目や、植えるべき作物の項目内に記載が無く、取って食べる作物の項目内だけに名前が出てくる植物が多数ある。これらは、おそらく野生のものを採集し、食べたものと考えられる。
　また、フキやサンショウ、セリ、ノビル、ワサビといった、現在でも山菜として利用されることが多い植物の名も見られるが、これらには種を取る作物の項目や、植えるべき作物の項目にも記載されており、栽培が行われていたことを知る事ができる。

　さらに、植物ではないけれども、『親民鑑月集』の中には、マツタケ、イワタケ、シイタケなどの記載が見られ、野山で採集する事ができるキノコについても山菜と同様に日常の食材として利用されてきたことがわかる。

　また、多様な文献資料から江戸時代の食生活をまとめている『日本食物史　下』（笹川・足立）によると、徳川秀忠・家光が上洛した際の献立記録（「寛永行幸記」）や、幕府が朝廷からの使者をもてなす際の料理の献立記録（「日本料理法大全」）、さらには江戸時代の町人の献立記録（「俗耳鼓吹」）や日記（「市隠月令」）にも多様な山菜・キノコ類の名を確認する事ができる。
　こうして見ると、江戸時代には武家や貴族、町人といった、自ら採集を行うことのない階層の人びとまで、多様な山菜・キノコを食していた。それらは採集地・生産地から消費地まで流通し、商品として扱われていたことがわかる。

近代

　明治時代から大正時代にかけて、産業革命や資本主義経済の拡大により、都市地域での就業機会が増加し、東京や大阪などの都市部の人口は急激に増加し、都市はさらに拡大する事となった。また、明治時代中期から各地で開業した鉄道によって、大量の物資を短時間で遠方まで輸送する事が可能になった。

　その結果、自然条件や地理条件に対応した商品生産に特化する山村地域と主食であるコメを生産する農村地域、そして、それらを消費する都市地域という分化が顕著となった。

　山菜の利用についても例外ではなく、東北地方の日本海側の山村ではゼンマイが商品となり大量に生産されるようになった（池谷　二〇〇三）。ただし、ゼンマイだけではなく、それ以外の植物についても商品として取引されていた。

　表１はその具体例として、信越国境に位置した寺石村（現在の新潟県南魚沼郡津南町寺石）の明治七年の産物書上帳から林野の産物を伐採したものを示している。野生林野産物というタイトルが示すように、キノコを含む野生植物を採集し、販売したものであるが、その種類は一八種類を数えている。そして、木の実をのぞく山菜・キノコ類の重量は六七〇貫余（約二．五トン）、木の実は一三石七升（二三四五リットル）となる。販売以外にも自家用に使用したものもあった事を考えると、相当量の山菜・キノコ類が採集されていた事がわかる。

　また、販売金額が金額は三七円あまりとなっているが、明治七年における巡査の初任給は四円であり（国立国会図書館　第一二九回常設展示図録　二〇〇四）、現在の警察官の初任給（四大卒）が二三万円余である（警視庁ホームページより）。この数値から計算すると、この当時の三七円という販売金額は、現在だと約二一〇万円となる。山菜・キノコの採集時期は非常に限られた期間である事を考えると、大きな現金収入であった事がうかがえる。

　

救荒食料

　食用が可能な野生植物は、山菜として日常的に食されたり、商品として流通するという事以外にも、重要な価値を有していた。

　江戸時代に発行された書物に、『かてもの』と題されたものがある。この書物は、寛政一二年、当時の出羽国米沢藩の重臣であった莅戸義政が執筆し、その後、名君として知られる米沢藩第九代藩主・上杉鷹山の命によって発行された。かてものとは、食料不足に陥った際に、それを補うことのできる食物、いわゆる救荒食物のことである。

　この書物では、かてものとして利用する事のできる野生植物の種類や調理方法の紹介が大部分を占めおり、列記されている植物の種類は八〇種類におよんでいる。これらの利用方法を大別すると、果実や根からはデンプンを採り、葉や茎は煮熟して食するほか、穀物に混ぜて量を増やす目的で使用される事が多い。

　『かてもの』が発行された背景には、江戸時代の食料事情がある。当時は、現在よりも寒冷な気候であったとされ、これに加えて、火山の噴火、台風、長雨、虫害などの自然災害が起こり、たびたび凶作と食料不足による飢饉が発生した。江戸時代に発生した飢饉では多くの人びとが亡くなったが、その死因として、栄養失調とともに、食べると害が出る有毒植物を乱食・誤食しての中毒死も相当数あった（東方　一九八三）。

　このような状況に対して、常日頃から食料を蓄えておくという事と、植物利用に対するきちんとした知識があれば、多くの人びとを救う事ができる、という考えのもと発行され、藩下の人びとに配布された書物が『かてもの』であった。その結果、発行された後に発生した天明の大飢饉では、米沢藩からは誰一人の死者もでなかったという（和田　一九七四）。

　この事例は、食用が可能な野生植物が救荒食物としての価値を持っている事を示す一例であるが、救荒食物が必要とされたのは江戸時代に限った事ではなかった。

　江戸時代に発生した食料不足は、幕府の失政という要因も少しはあったと思われるが、その主たる原因は自然災害によるものであった。しかし、食料不足を引き起こす原因には自然災害だけではなく、人間活動が引き起こすものもある。その代表的な例が戦争である。

　戦争では、生産地が爆撃など直接的な被害をうけるとともに、働き盛りの若者が徴兵され農作業を十分に行うことができない、流通経路の遮断などによって、食料を十分に手に入れる事が困難になることがある。特に、太平洋戦争末期から戦争直後の時期には、深刻な食糧難におちいる事となった。

　戦争によって食料不足が引き起こされるという危険性に対処するように、昭和初期には食用が可能な野生植物の種類、調理・加工方法、保存方法などを記した書籍が数多く発行されている。また、これらの書籍で取り上げられた植物の種類数は非常に多く、昭和四年から昭和二一年にかけて発行された書籍に記された植物をリストアップしていくと、五〇〇種類にも及んでいる事が明らかとなったのである。

　また、戦時中は山菜の供出量が割り当てられ、市場には多量の山菜が出荷されたほか、農山村調査事務所の調査によれば、戦前の東北、北陸一〇県の山菜の消費量は年間約一〇〇〇万貫（三万七五〇〇トン）であったという（青葉　二〇〇〇）。

　

現在

　ここまで、古代から近代における食用が可能な野生植物について概観してきた。その中で、食用が可能や野生植物が、それらを採集する人びとにとって、以下に記すような価値を有している事が明らかとなった。まず、堅果類を中心とした、生きる為に必要なデンプンを得るという主食としての価値である。次に、山菜と呼ばれ、キノコとともに季節に応じて採集され、日常の食卓にのぼる食材としての価値である。
また、山菜やキノコは商品として流通することもあり、現金収入源としての価値を有する。

これらの価値に加えて、時として食用が可能な野生植物は命を繋ぐ救荒食糧としての価値を有する事もあった。その中で収穫量の増加を目的に、野生のものでも生育しやすい状況となるように火入れや下草刈りなどの管理や、栽培化が行われて来た。

　ただし、常にこれらの価値すべてを有していた訳ではなく、それぞれの地域やそれぞれの時代によって食用が可能な野生植物の価値は異なってきた。そして、現代においては、日常の食卓にのぼる食材であると同時に、現金収入を得る為の手段としての価値に重点をおいた利用が行われているのである。

　特に、昭和四〇年代に見られた山菜ブームは、従来から存在していた現金収入源としての価値をさらに高める事となった。このブームが起こった背景には、高度経済成長期に伴う新幹線や高速道路などの交通網と流通の発達と所得の増大という二点の要因があった。

　先に紹介したように、幾つかの山菜やキノコは古い時代から商品として流通していた。しかし、それらは乾燥などにより長期間保存できる形で流通していたものが多く、長期間の保存処理ができないものは、採集地に近い場所でしか扱う事ができなかった。しかし、交通網の発達は、採集した山菜やキノコを鮮度が落ちる前に人口の多い都市部に輸送する事を可能とした。その結果、多くの山菜やキノコが市場に出回るようになり、採集地からはなれた都市部でもさまざまな山菜類を手に入れる事が可能になった。

　また、交通網の発達と所得の増大は、余暇の過ごし方を変え、鉄道や高速道路を使用し、宿泊を伴う観光の機会が増加した。その結果、各地で民宿や旅館、土産物屋の開業が相次ぎ、山菜やキノコが採集できる場所では、それらがその地域の特産品として、料理に出されるほか、土産物として販売されるようになった。
　また、平成に入ると、各地で設置された「道の駅」という施設に代表されるように、新しい山菜・キノコ類の販売手段が見られることとなる。この道の駅という施設は、車の運転者の為の休憩施設であるが、その多くが単なる駐車場とトイレを備えた休憩施設ではなく、それぞれの地域独自の飲食店や土産物店、農産物の販売場などを併設した複合施設となっている。このような施設において、地元で採集された新鮮な山菜やキノコが並んでいる風景を見た事がある人も多いのではないだろうか。

　さて、道の駅は、国土交通省によって登録される施設であるが、平成三年から設置が始まり、平成二一年三月の段階で全国で九〇〇駅が登録されている。また、道の駅として登録はされていなくても、道の駅に類似した、農産物の販売場を持つ施設は全国各地に存在している。

　こうした施設が次々と設置されたという事は、山菜やキノコの出荷先の選択肢が増加したという事であり、それらを採集する人にとっては、現金収入を得る機会が増加したのである。

　では、このような価値を持つ山菜やキノコが実際にどのような形で採集されているのであろうか。以下では、食用が可能な野生植物に対する依存度が非常に高かったとされる日本海側積雪地帯、東北、北海道にかけてのブナ帯の事例からその姿を具体的に明らかにし、人間と植物とのかかわり合いの姿を探ってみたい。

長野県下水内郡栄村秋山郷における山菜・キノコの採集

　栄村は新潟県との県境に位置する、長野県最北の村である。秋山郷とは、村の南半分を占める秋山地区の小赤沢、屋敷、上ノ原、和山、切明、五宝木の集落と、隣接する新潟県南魚沼郡津南町の見玉、清水河原、上結東、見倉、前倉、大赤沢の集落の総称として使用されている。

　昭和に入ってから開拓された五宝木をのぞく各集落は、信濃川（千曲川）に注ぐ中津川に沿って点在しており、新潟県側の集落は越後秋山郷、長野県側の集落は信濃秋山郷（以下秋山郷と表記する場合は信濃秋山郷を意味する）とよばれている。

　秋山郷の各集落（小赤沢五五世帯一五〇人、屋敷三三世帯七〇人、上ノ原二二世帯四五人、和山一一世帯二七人、切明二世帯四人・平成一九年現在）は、中津川の東側の苗場山（二一四五メートル）と西側の鳥甲山（二〇三九メートル）の間に挟まれ、標高八〇〇から一〇〇〇メートルにかけての、わずかばかりの平坦地に位置している。

　秋山郷を含む栄村一帯は日本海側気候に属し、冬期には豪雪に見舞われることも多い。村内のJR飯山線・森宮野原駅構内には、昭和二〇年に記録した観測史上最高の七メートル八五センチの積雪量を示す標柱が建てられているほか、平成一八年一月には秋山郷へと通じる国道が雪崩のため通行止めとなり、完全に孤立したという出来事は記憶に新しい。

　集落の周辺の山地にはブナ、ナラ類、トチノキ、シラカバ、ダケカンバなど落葉紅葉樹林が広がる山地に囲まれている。秋山郷の人びとは、時代によって変化するけれども、集落周辺の山地を舞台に、焼畑耕作によるソバ・アワ・ヒエなどの雑穀やダイコン・カブなどの蔬菜の栽培、カモシカ・クマ・ウサギなどの狩猟活動、木工品製作、林業、養蚕、稲作、山菜やキノコの採集などの様々な生業を組み合わせながら生活を営んで来た。

　そして、現在の秋山郷では、稲作を基幹に蔬菜の栽培、山菜やキノコの採集、林業を組み合わせた小規模な複合経営を行う家庭が多い。また、昭和四〇年代初頭には、秋山郷が観光地化され、それ以来民宿や旅館業に携わる方もみられる（写真1）。

　さて、秋山郷において、どのような種類の山菜やキノコが採集され、利用されて来たのだろうか。筆者によるこれまでの調査において、秋山郷の人びとから聞き取りを行い、山菜（木の実含む）六三種、キノコ三一種を確認することが出来た（井上、二〇〇二）。

　ただし、これらの山菜やキノコすべてが当時の秋山郷で利用されているという訳ではなかった。というのも、中にはかつては採集し食用にしたが、現在ではまったく採集しないという種類や、採集する人が非常に限られているといった種類が含まれている。

　そこで、筆者は、山菜類六三種類のそれぞれについて、それらを食べる頻度に注目し、秋山郷に住む三〇人の方から「よく食べる」（一週間に一度以上）、「たまに食べる」（採集できる時期に一度以上）、「名前は知っているが食べない」、「知らない」という四つの分類のどれに当てはまるのかという事を調査する作業を行った。また、キノコ二六種類についても、三四人の方を対象に同様の調査を行った。あわせて、「食べる」と答えたものについてはいつから食べているのかということ、「名前を知っているが食べない」と答えたものについては、かつて食べた事があるのか、そうであればいつまで食べたのかということもあわせて訪ねた。

　以下では、その結果をもとに、秋山郷での山菜・キノコの利用の変遷をたどってみたい。

山菜の利用の変遷
 　表2は、秋山郷における山菜類の利用頻度別に分類をおこなったものである。この表で示したように、「よく食べる」と「たまに食べる」と答えた割合が五〇パーセントを超えるものを秋山郷で採集・利用されているものとして捉えると、調査の結果、山菜については三二種類をリストアップする事ができた。

　そして、山菜三一種類のうち、二八種類については聞き取りを行った人びとの年齢差はあるが、いずれも子供の頃から食べているというものであった。この事から、これらの種類は、秋山郷において長い間利用されて来たものであると考える事ができる。一方、ギョウジャニンニク、コシアブラ、ウワミズザクラ、ユキザサの四種類は二〇年から三〇年前から利用されるようになったものであることが明らかとなった。

　これら四種類の山菜が、新たに利用されるようになった経緯とはどのようなものであろうか。秋山郷の方々からは、民宿や旅館の宿泊客から利用できる事を知ったという事や、秋山郷から出稼ぎに出た人が出稼ぎ先で利用できることを知ったという事を聞き取る事ができた。

　さて、六三種類の山菜の中には、調査時の秋山郷では食べられていないものが含まれている。しかし、それらの多くは、かつては食べられていたものであった。いつ頃食べられていたのかという事に注目してみると、以下のような時期の違いがあることがわかった。

　まずは、戦中戦後の食糧難の時期に食べられたというものである。これらは先に述べた救荒食糧としての価値を持つものであり、その種類は一二種類に及んでいる。次に、オヤマボクチ、ツノハシバミ、サルナシの三種類は秋山郷で焼畑耕作を行っていた時期まで食べられていたという。このうち、オヤマボクチについては、葉の繊維がソバのつなぎとして利用されていた。しかし、秋山郷における焼畑耕作の代表的な作物であったソバの栽培が減少し、その利用価値が低下したことが原因であると考えられる。ツノハシバミ、サルナシについては、焼畑耕作を行わなくなってから食べる機会が減少したという。この背景として、焼畑跡地に植林を行い、日当りが悪化したのが原因ではないかと指摘する方がいた。

　また、山菜類の中には、秋山郷のなかでほとんど知られていないものも含まれている。その利用はごく一部の人に限られ、利用されるようになってまだそれほど時間が経過していないものである。これらは、旅館や民宿の経営者が宿泊客に供する食材として利用されることが多く、宿泊客や書籍などから情報を手に入れることによって利用が開始されている。

キノコの利用
　表3は、秋山郷におけるキノコの利用頻度別に分類をおこなったものである。この表で示したように、二六種類のうち、一四種類が秋山郷で採集・利用されていると考える事ができる。これら一四種類のすべてが、聞き取りをおこなった方が子供のころから食べているものであった。

　次に、二六種類のうち、調査当時の秋山郷では食べられていないと考える事ができるものは八種類にのぼる。このうち、コウタケ、ネズミタケ、ブナシメジ、アミガサタケの四種類については、かつては食べられていたものである。しかし、原因は不明であるが、近年発生量が減少し、採集する機会が減少したという。一方、ハナイグチ、ホコリタケ、タモギタケ、トンビマイタケの四種類は、昭和四〇年代以降に民宿や旅館などで利用されるようになったものである。しかしながら、秋山郷全体にその利用が広がっているとはいえない。

　最後に、秋山郷では知られていないものとして分類する事ができるキノコとして、ヤマブシタケ、シモフリシメジ、タマゴタケ、ツエタケの四種類があげられる。ヤマブシタケをのぞく三種類については、キノコ採集や食べる事に興味を持つごく一部の人が利用するだけに過ぎない。ヤマブシタケについては、古くから狩猟に携わる人びとの間では知られていたキノコであった。しかし、猟を行う人数の減少に伴い、このキノコの利用機会が減少し、知らないという人びとが増加することとなった。

　ここで、秋山郷における山菜の利用とキノコの利用を比較してみると、山菜には救荒食糧としての価値があったことに対して、キノコにはその価値がなかったようである。また、山菜については、新しい種類の山菜類の利用が秋山郷全体で見られるが、キノコについては、新しい種類の導入はごく一部の範囲にとどまっているようである。

　その背景には、「食べた事の無いキノコはとらない」、「土から生えるキノコはとらない」といった、キノコの誤食を避けるために広まっている慣習や言い伝えの影響が考えられる。

山菜・キノコの流通と栽培

　前節では、これまでに行った調査結果から、当時の秋山郷において、山菜は三二種類、キノコは一四種類の利用が行われていた事を紹介した。この状況は、現在の秋山郷においてもそれほど大きな変化はみられない。

　そして、それらは日常的な食材として用いられると同時に、一部の種類は商品としての価値を持つものであった。筆者が商品として流通していることを確認する事ができたのは、ウド、フキ、チシマザサ、ウワバミソウ、ワサビ、ギョウジャニンニク、ゼンマイ、ワラビの八種類の山菜、ナメコ、ブナハリタケ、マイタケ、シイタケ、ムキタケの五種類のキノコである（写真2）。

　それらがどのような過程で流通するのかというと、採集された後、採集した個人の家で販売する・宿泊客への料理の食材とする（個人販売）、民宿や旅館に直接卸す（個人取引）、栄村内にある四つの山菜・キノコの取り扱い業者へと卸す（仲介業者への出荷）という、三つの選択肢がある。採集者は販売価格や取り扱いの種類、付き合い関係などに応じて、上で述べた三種類のルートから選択することとなる。

　そして、取り扱い業者へ卸された山菜・キノコは、秋山郷へ訪れる観光客に販売されるほか、民宿・旅館への販売、山菜・キノコの加工業者への販売、市場での取引といった形で流通するのである。

　また、流通する山菜・キノコの中には、山中に自生する野生のものも含まれるが、その大部分は栽培されているものや、山中での管理が行われているものである。ただし、野生のものは栽培されたものよりも取引される価格が高くなる事が多い。

　以下では、筆者が平成一九年から二〇年にかけて行った現地調査をもとに、それらが実際にどのような場所でそのように採集されているのかについて紹介したい。

栽培された山菜・キノコの場合

　秋山郷において、栽培が行われている主な山菜・キノコは、ギョウジャニンニク、ゼンマイ、ワサビ、フキ、ナメコ、シイタケ、ブナハリタケ、マイタケ、ムキタケの九種類である。このうち、ギョウジャニンニクとゼンマイについては家の周辺の畑が栽培地として選択される事が多い（写真3）。

　一方、ワサビとフキおよびキノコ類については、集落周辺の山林が栽培地として選択されている。また、栽培という形ではないが、山林内では、下草を定期的に刈り払うといった管理を行うにより、ウド、ウワバミソウ、ワラビ、チシマザサといった山菜が生育しやすい状況を作り出している場合もある。

　秋山郷の小赤沢集落の場合、もともと集落周辺の山林は、小赤沢集落に居住する人が共有している土地であった。そして、その場所は焼畑耕作地や薪炭林として使用されて来た。しかし、明治時代以降、焼畑耕作地は、段階的に個人へと分割され、現在では一部が共有地（村有地、集落有地）として残存しているにすぎない。

　それらの土地は、主に植林用地として利用するために分割されたものであり、森林基本図といった土地の利用を示した地図を見てもその様子が記されている。しかし、実際には個人が所有している場所（私有地）が植林地として利用されている訳ではなく、その中でモザイク状に山菜の栽培や管理が行われているのである。

　例えば、小赤沢集落北東部、アマサケと呼ばれる場所に位置する私有地（アマサケ－Ａ）を模式図で表したものが図1である。この場所は、標高八〇〇から八四〇メートルにかけての傾斜地に位置し、面積は約〇．八ヘクタールとなっている。この図にしめしたように、土地の半分以上は樹齢五〇年前後のスギ植林地である。しかし、スギの植林地の中では昭和四〇年代からナメコの栽培が行われており、以来現在に至るまで自家用とともに、秋山郷の取り扱い業者に卸している。この場所でナメコ栽培が始まった時期と秋山郷において観光開発が行われた時期とは一致しており、観光客の増加に伴うキノコの需要増加に応じた動きであったことがわかる。また、スギの植林地内は、日中でも日の光があまり入ってこず、極端に乾燥することが無いため、キノコの栽培に適した場所でもある（写真4）。
　一方、スギの植林地（ナメコの栽培地）に隣接する場所はチシマザサのヤブになっており、タケノコの採集場所となっている。この場所は定期的にヤブを刈り払い、タケノコが発生しやすい環境が維持されている。ただし、森林基本図の情報によればこの場所はスギの植林地となっている。おそらく、この場所はスギの成長成績が悪く、チシマザサの成長に負けてしまったのではないかと考えられる。しかし、タケノコは商品として販売する事ができる山菜であり、その場所を放置したり、再び植林を行うのではなく、タケノコの採集地として定期的な管理が行われるようになったのである。

　また、図2は、小赤沢集落南東部、ホーザワトドと呼ばれる場所に位置する個人所有地（標高九〇〇から九九〇メートル、面積約一．四ヘクタール）を模式図で表したものである。この場所でも、スギの植林だけがおこなわれているわけではなく、ギョウジャニンニク、ナメコの栽培地、タケノコ、フキノトウ、ワラビなどの管理地（定期的な刈り払いを行う場所）となっている。ここで採集された山菜は所有者が経営する民宿の料理の食材として利用されている。そして、それだけではなく、土地内を管理用道路が走っており、民宿の宿泊客が車で訪れ、気軽に山菜採集を楽しむことができる場所としても利用されているのである。

　このように、個人の所有地の中では、植林地の間を縫うように山菜の栽培地・管理地が点在し、その場所が採集の場として利用されていることが明らかとなった。そこには、地図の上からは推し量れない多様な個人所有地の利用の姿が見られるのである。
野生の山菜の場合

　野生の山菜の場合、その採集地は主に国有林の中が舞台となる。個人の所有地でも野生の山菜が採集される場合もあるが、この場合、栽培や管理された山菜を採集する際に見つけたものが採集される。ただし、量的には限られており、個人の家庭内での利用に留まる。

　さて、国有林の中での採集については、平成二〇年六月に、和山集落で民宿を経営する山田和幸氏の採集に同行調査をさせていただいた際の事例を紹介したい。今回、採集の舞台となったのは、秋山郷で最も南に位置する切明集落の東部の国有林内を走る中津川林道沿いである。中津川林道は、この林道から分岐して檜俣川沿いを走る檜俣川林道とともに、国有林の森林を伐採するために昭和三〇年代半ばから昭和五〇年代半ばにかけて敷設された。この中津川林道沿いは和幸氏が国有林の中で野生の山菜を採集する際に訪れる場所の一つである。

　さて、図3は今回の採集活動をおこなった場所を示した図であるが、この図をみても分かるように、採集は車で中津川林道を移動し、幾つかのポイントで行われた。まず、最初のポイントは林道から少し入った窪地である。ここは日当りがあまりよくなく、最後まで雪がのこる場所である。ここで採集されたのは、アブラコゴミ（キヨタキシダ）、ユキザサの二種類であった。この二種類は湿り気を好む山菜であると同時に、雪解けとともに発生するものである。山田和幸氏によれば、この窪地では上部から底に向かって時間をかけて雪が融けていくために、長期間にわたって採集を行う事が可能であるという。

　次いで、林道から少し下った急傾斜地でウドの採集が行われた。ウドは斜面を好む山菜であるが、林に接した様な場所、たとえば道路沿いの斜面などにも発生する。しかし道路沿いであるからこそ多くの採集者の目に触れるため、競争が激しいという。そこで、和幸氏はあまり人が入らない道路から少し離れた急傾斜地をウドの採集地として選択したのである。

　最後に採集のポイントとなったのは、中津川林道の再奥部、三方を岸壁に囲まれたエラクボ平と呼ばれる場所である。ここでは、岸壁に沿ってミヤマイラクサが群生しており、短時間で大量のミヤマイラクサを採集することができた。和幸氏によれば、この一番奥の場所まで採集に来る人は秋山郷でもあまりいないという。

　そして、三つのポイントの間を車で移動する途中の道沿いに、コシアブラがあればその都度車から降り、採集を行った。この事例では、費やした時間は移動も含めて三時間余であった。しかし、この限られた時間でも、写真5で示したような量の山菜が採集されたのである。そして、これらの山菜類は、和幸氏が経営する民宿の食材として利用される事となる。

　さて、この事例は、和幸氏の山菜採集活動の一例を紹介したに過ぎないが、この事例だけでも、和幸氏が採集の対象とする山菜類がどのような時期にどのような場所で生育するのか、そして、その場所がどこにあるのかということや、他の人と競合する可能性が低い場所がどこなのかといったことを熟知し、効率的に採集をおこなっていることがわかる。

　

野生のキノコの場合

　野生のキノコの場合も、モトハシなどの一部の野生キノコが個人の所有地で採集される事例を確認する事ができたが、その主な舞台は山菜と同様に国有林の中である。ここでは、キノコ採集の具体例についても、山菜採集に同行させていただいた山田和幸氏の事例を紹介したい。

　山田和幸氏のキノコ採集に同行したのは、平成二〇年一〇月であった。秋山郷で利用されている野生のキノコにはそれぞれ採集に適した時期があり、この時期にはナメコ、カタハ、ブナハリタケが採集の対象になる。これらはいずれも枯れた木から栄養を摂取する木材腐朽菌と呼ばれる種類のキノコである。

　さて、今回の採集において、採集地として選択されたのは、先に紹介した山菜採集の場所でもあった中津川林道沿いであった。しかし、キノコの場合は、山菜と違い、その発生はある程度の太さがある枯れ木に限定される。では、広大な国有林の中で、キノコが発生するのに適した枯れ木の位置をどのように把握し、採集を行っているのであろうか。

　和幸氏の場合、木工品である木鉢を製作するために、国有林内のトチノキの伐採を行っている（詳細については第■章をご参照いただきたい）。この際、木鉢に使用されるのは、幹の一部分だけであり、それ以外の幹や枝、端材は伐採地に残される事となる。この残されたものにキノコが発生するのである。
　図4は、採集に同行して記録したGPSデータと、和幸氏が過去にトチノキを伐採した場所を合わせて示したものである。この図からは、キノコ採集はトチノキの伐採地を見て回っていることが明確に示されている。それと同時に、伐採地周辺には毎年キノコが発生する枯れ木が点在しており、それらもあわせて見て回るという採集方法が行われたのである。
　しかしながら、和幸氏によると、この採集が行われた日は、しばらく晴天が続いていたため、キノコの発生には適していない条件であった。そのため、ナメコ0.7キログラム、カタハ0.6キログラム、ブナハリタケ0.3キログラムと、収穫量はそれほど多くはなかった。ただし、いくつかの枯れ木には、数日後には採集することのできる状態のナメコが発生しているものも見られた。

　この事例からは、野生のキノコの採集にあたっては、それらが発生する枯れ木の場所の知識が重要であることが明らかとなった。そして、和幸氏の場合、その知識は自らが行っているトチノキの伐採という活動によって得られているのである。

おわりに

　本章では、まず、人間による野生植物の食用利用、特に山菜やキノコ利用に注目し、その変遷について簡単に紹介した。そこからは、食用とされる野生植物はいくつかの価値を持っており、それらが時代とともに変化してきたことを指摘した。

　そして、現在において、山菜やキノコがどのように採集・利用されているのかということを、長野県下水内郡栄村秋山郷における事例をもとに取り上げた。ここで取り上げたのは限られた事例ではあるが、現在の秋山郷における山菜・キノコ採集は、個人の家庭での利用というよりも、商品としての利用（取り扱い業者に卸す、民宿の食事で利用）に重点を置きながら、いかに効率的に採集するかということを追求しながら行われていることが明らかになった。

　しかし、その活動をおこなうためには、山地に対する知識（どのような地形なのか、日当たりはどうなのか、どこに枯れ木があるのかなど）や山菜、キノコに対する知識（それぞれの種類がどのような条件で発生するのか、栽培や管理を行うにはどのようにすれば良いのか、いつ採集が可能なのかなど）が必要とされる。

　特に、山地に対する知識は、山菜やキノコの採集の経験を積むことにより得られるものである。それと同時に、山菜やキノコの採集以外の山地での活動、たとえばトチノキの伐採、狩猟などによって得られた知識が活用されることもある。そして、その逆の場合もある。

　それゆえに、山菜やキノコの採集という活動の背景となる知識が、他の活動とどのように結びついているのかということを体系的に明らかにしていくことで、より具体的に人間と植物との関係を描き出すことができるのではないかと考えている。
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[image: image1.emf]寺石村（現津南町寺石）における明治７年の野生林野産物

円 銭 厘

こごみ クサソテツ 12貫 24

とりあし トリアシショウマ 42貫 84

ぜんまい ゼンマイ 23貫 150匁 3 77

山竹の子 チシマザザ 58貫 2 3 5

ふき フキ 150貫 1 50

うど ウド 169貫 2 11 3

うるい葉 ギボウシ 15貫 45

もぐさ ヨモギ 26貫 1 30

とこう ヤマノイモ 66貫 500匁 83 1

フキタチ ソバナ 21貫 1 2

片葉茸 ヒラタケ 43貫 1 7 5

雪茸 ナメコ 26貫 65 8

前茸 マイタケ 12貫 130匁 60 7

鼠茸 ホウキタケ ７貫 5

670貫 780匁

山竹 チシマザザ 1850本 7 40

栩 トチ 4石 4斗 4 40

シダミ コナラ、ミズナラ 8石 5斗 8 50

山栗 クリ 1斗7升 25 5

13石 7升

37 4 4

津南町史より作成

計

総計

金額

計

名称 標準名 産額


[image: image2.emf]明治７年の野生林野産物（寺石村）

円 銭 厘

こごみ クサソテツ 12貫 45 24 ¥6,000

とりあし トリアシショウマ 42貫 157.5 84 ¥21,000

ぜんまい ゼンマイ 23貫 150匁 86.8125 3 77 ¥94,250

山竹の子 チシマザザ 58貫 217.5 2 3 5 ¥50,875

ふき フキ 150貫 562.5 1 50 ¥37,500

うど ウド 169貫 633.75 2 11 3 ¥52,825

うるい葉 ギボウシ 15貫 56.25 45 ¥11,250

もぐさ ヨモギ 26貫 97.5 1 30 ¥32,500

とこう ヤマノイモ 66貫 500匁 249.375 83 1 ¥20,775

フキタチ ソバナ 21貫 78.75 1 2 ¥25,500

片葉茸 ヒラタケ 43貫 161.25 1 7 5 ¥26,875

雪茸 ナメコ 26貫 97.5 65 8 ¥16,450

前茸 マイタケ 12貫 130匁 45.4875 60 7 ¥15,175

鼠茸 ホウキタケ ７貫 26.25 5 ¥1,250

670貫 780匁 2515.425 ¥412,225

山竹 チシマザザ 1850本 7 40 ¥185,000

ℓ

栩 トチ 4石 4斗 793.716 4 40 ¥110,000

シダミ コナラ、ミズナラ 8石 5斗 1533.315 8 50 ¥212,500

山栗 クリ 1斗7升 30.6663 25 5 ¥6,375

13石 7升 2357.697 ¥328,875

37 4 4 ¥926,100

※１　明治中期の小学校教師の初任給は8円であった。現在の初任給を20万円として、計算したもの。

計

現在の金額※１

総計

金額

計

名称 標準名 産額 kg


[image: image3.emf]子供の頃から食べているもの 種類数 新しく食べるようになったもの 種類数

アサツキ、ミヤマイラクサ（エラ）、

ウド、オオバギボウシ（ウルイ）、

ミツバアケビ（キノメ）、ゲンノショ

ウコ、クサソテツ（コゴミ）、サン

ショウ、セリ、ゼンマイ、チシマ

ザサ（タケノコ）、タラノキ（タラノ

メ）、ドクダミ、トリアシショウマ（ト

リアシ）、ノビル、フキ、マタタビ、

ウワバミソウ（ミズ）、ヨモギ（モ

グサ）、シャク（ヤマニンジン）、ヤ

マブドウ、ユキノシタ、ワサビ、ワ

ラビ、トチノキ（トチノミ）、クリ、グ

ミ、オニグルミ

28

ギョウジャニンニク、コシアブラ

（コショウブナ）、ウワミズザクラ（ア

ンニング）、ユキザサ

4

戦中・戦後まで食べていたもの 種類数

焼畑耕作をやっていた時期まで

食べていたもの

種類数

（アカイタチ）、イタドリ、ウバユリ

（セッカブ）、（カヤモグロ）、オオバ

コ（ゲーロッパ）、ギシギシ、スイバ

（スイコ）、ニリンソウ（テンコバ

ナ）、マユミ、ナラ類（ナラノミ・ドン

グリ）、タンポポ、ツクシ

12

オヤマボクチ（ヤマゴボウ）、ツノ

ハシバミ（ハシマミ）、サルナシ

3

種類数

5

現在の秋山郷ではあまり知られていないもの

アマドコロ、タチシオデ（シオデ）、ツルナ、ハリギリ、ハンゴンソウ

現在の秋山郷で食べられている山菜類

現在の秋山郷で食べられていない山菜類

聞き取りによって確認した63種類の山菜類それぞれについて、30名の住民に利用する

頻度を聞き、項目ごとに分類を行ったもの。ただし、各項目のいずれにも50%以上の数

値が出ない種類についてはこの表には含めていない。なお（　）内は秋山郷での名称を

示し、斜体は商品として扱われている種類を示す。


[image: image4.emf]種類数

14

かつては食べたもの 種類数

一部（民宿・旅館など）だけで食

べられるもの

種類数

コウタケ（クスリキノコ）、ネズミタ

ケ、ブナシメジ、アミガサタケ（ミソ

ダマキノコ）

4

ハナイグチ（カラマツタケ）、ホコリ

タケ（ケブキノコ）、タモギタケ（ニレ

ノキキノコ）、トンビマイタケ（ブナ

マイタケ）

4

種類数

4

現在の秋山郷で食べられているキノコ

現在の秋山郷で食べられていないキノコ

現在の秋山郷ではあまり知られていないもの

ヤマブシタケ（ウサギタケ）、シモフリシメジ、タマゴタケ、ツエタケ

聞き取りによって確認した26種類のキノコそれぞれについて、34名の住民に利用する

頻度を聞き、項目ごとに分類を行ったもの。なお（　）内は秋山郷での名称を示し、斜体

は商品として扱われている種類を示す。

子供の頃から食べているもの

マスタケ（アカッポ）、ムキタケ（カタハ）、キクラゲ、コガネタケ（キナコダケ）、

クリタケ、シイタケ、ブナハリタケ（シシタケ）、スギタケ、ナメコ、エゾハリタケ

（ブナタケ）、マイタケ、ムラサキシメジ、ナラタケ（モトハシ）、ヒラタケ（ワカイ）
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